
 
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
規
則
第
六
十
七
号 

 
 
 

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行 

細
則 

 

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成

十
八
年
広
島
県
規
則
第
七
十
二
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
て
は
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る

教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
三
号
）

及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（

平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
令
第
二
号
。
以
下
「
府
省
令
」
と
い
う
。
）
に
定

め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
認
定
の
申
請
） 

第
二
条 

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
認
定
の
有
効
期
間
等
） 

第
三
条 

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
育
所
に
係
る
法
第
三
条
第
一
項
の
認
定
を
す
る
場
合
の
当
該

認
定
の
有
効
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。 

２ 

法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
設
置
等
の
届
出
） 

第
四
条 

法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
定
め
る
様
式
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

設
置
の
届
出 

別
記
様
式
第
三
号 

 

二 

廃
止
又
は
休
止
の
届
出 

別
記
様
式
第
四
号 

 

三 

設
置
者
の
変
更
の
届
出 

別
記
様
式
第
五
号 

（
設
置
等
の
認
可
の
申
請
） 

第
五
条 

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

設
置
の
申
請 

別
記
様
式
第
六
号 

 

二 

廃
止
又
は
休
止
の
申
請 

別
記
様
式
第
七
号 

 

三 

設
置
者
の
変
更
の
申
請 

別
記
様
式
第
八
号 

（
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
） 

第
六
条 

法
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
九
号
の
と
お
り
と
す



る
。 

（
変
更
の
届
出
） 

第
七
条 
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
十
号
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

府
省
令
第
二
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
数
は
、
五
と
す
る
。 

３ 

府
省
令
第
二
十
八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

園
児
の
一
日
の
活
動
内
容
を
一
時
的
に
変
更
す
る
こ
と
。 

二 

施
設
及
び
設
備
等
の
概
要
に
記
載
さ
れ
た
も
の
を
追
加
す
る
こ
と
。 

（
運
営
状
況
の
報
告
） 

第
八
条 

法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も

園
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
十
一
号
に
よ
り
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第

十
二
号
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
附
則
第
一
条
本
文
に
規

定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












































































































































